
2026.4.1～

相談名 法律相談
多重債務

相談
登記・法律

相談
女性の心と生き方

相談
行政相談 国税相談 人権相談

行政書士
相談

年金・労働
相談

不動産相談

（担当者） （弁護士） （弁護士） （司法書士） （女性カウンセラー） （行政相談委員） （税理士） （人権擁護委員） （行政書士） （社会保険労務士） （宅地建物取引業協会相談員）

開催日 第２・４木 第３月 第１・３木 第１・３・４金 第２水 偶数月第３水 第３金 第４水 第１水 偶数月第２金

会　場 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室 市役所相談室

時　間 午後１時～４時 午後１時～４時 午後１時～４時 午後１時～３時５０分 午後１時～３時 午後１時～３時 午前１０時～正午 午後１時～３時 午後１時～３時 午後１時～３時

４月 ９、２３日 ２０日 ２、１６日 ３、１７、２４日 ８日 １５日 １７日 ２２日 １日 １０日

５月 １４、２８日 １８日 ７、２１日 １、１５、２２日 １３日 １５日 ２７日 １３日

６月 １１、２５日 １５日 ４、１８日 ５、１９、２６日 １０日 １７日 ５日 ２４日 ３日 １２日

７月 ９、２３日 ２７日 ２、１６日 ３、１７、２４日 ８日 １７日 ２２日 １日

８月 １３、２７日 １７日 ６、２０日 ７、２１、２８日 １９日 ２１日 ２６日 ５日 ２１日

９月 １０、２４日 ２８日 ３、１７日 ４、１８、２５日 ９日 １８日 ３０日 ２日

１０月 ８、２２日 １９日 １、１５日 ２、１６、２３日 １４日 ２１日 １６日 ２８日 ７日 ９日

１１月 １２、２６日 １６日 ５、１９日 ６、２０、２７日 　１１日 ２０日 ２５日 ４日

１２月 １０、２４日 ２１日 ３、１７日 ４、１８、２５日 ９日 １６日 １８日 ２３日 ２日 １１日

１月 １４、２８日 １８日 ７、２１日 ８、１５、２２日 １３日 １５日 ２７日 ６日

２月 １０、２５日 １５日 ４、１８日 ５、１９、２６日 １０日 １７日 １９日 ２４日 ３日 １２日

３月 １１、２５日 １５日 ４、１８日 ５、１９、２６日 １０日 １９日 ２４日 ３日

〇土地家屋相談(土地家屋調査士) … 開催日・１１月１３日（金） 午後１時～３時 、会場・市役所相談室  (相談内容は裏面参照)

※１　祝日等の関係で開催日を変更しています。
※２　「人権擁護委員の日（6月1日）」にあわせて、６月５日の午前１０時から午後３時まで行います。

【問い合わせ・予約】　市民協働課　　０４８－４３３－７７４５（直通）

※上記以外にも開催日や会場を変更する場合がありますので、事前に市民協働課にご予約のうえ、ご利用ください。

※各種専門相談は蕨市民の方を対象に行っております。

令和８年度　　各種専門相談日程表
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